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第１回智頭町議会定例会会議録 

 

平成２８年３月２２日開議 

１．議 事 日 程 

 第 １．会議録署名議員の指名 

 第 ２．諸般の報告 

 第 ３．議案第 ４号 平成２８年度智頭町一般会計予算 

 第 ４．議案第 ５号 平成２８年度智頭町国民健康保険事業特別会計予算 

 第 ５．議案第 ６号 平成２８年度智頭町簡易水道事業特別会計予算 

 第 ６．議案第 ７号 平成２８年度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会計予 

            算 

 第 ７．議案第 ８号 平成２８年度智頭町公共用地先行取得事業特別会計予算 

 第 ８．議案第 ９号 平成２８年度智頭町公共下水道事業特別会計予算 

 第 ９．議案第１０号 平成２８年度智頭町農業集落排水事業特別会計予算 

 第１０．議案第１１号 平成２８年度智頭町介護保険事業特別会計予算 

 第１１．議案第１２号 平成２８年度智頭町介護保険サービス事業特別会計予算 

 第１２．議案第１３号 平成２８年度智頭町後期高齢者医療特別会計予算 

 第１３．議案第１４号 平成２８年度智頭町水道事業会計予算 

 第１４．議案第１５号 平成２８年度智頭町病院事業会計予算 

 第１５．議案第２５号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条 

            例の制定について 

 第１６．議案第２６号 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する 

            法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に 

            ついて 

 第１７．議案第２７号 智頭町定住促進賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の 

            制定について 

 第１８．議案第２８号 智頭町まちづくり振興基金条例の制定について 

 第１９．議案第２９号 智頭町いじめ問題調査委員会等設置条例の制定について 

 第２０．議案第３０号 智頭町地籍調査標識等の管理保護に関する条例の制定に 

            ついて 

 第２１．議案第３１号 智頭町固定資産評価審査委員会条例の一部改正について 
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 第２２．議案第３２号 議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する 

            条例の一部改正について 

 第２３．議案第３３号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につい 

            て 

 第２４．議案第３６号 智頭町税条例の一部改正について 

 第２５．議案第３７号 智頭町手数料徴収条例の一部改正について 

 第２６．議案第３８号 智頭町立公民館の設置及び管理等に関する条例の一部改 

            正について 

 第２７．議案第３９号 智頭町介護保険条例の一部改正について 

 第２８．議案第４０号 智頭町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び 

            運営に関する基準を定める条例の一部改正について 

 第２９．議案第４１号 智頭町下水道条例の一部改正について 

 第３０．議案第４２号 智頭町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 第３１．議案第４３号 鳥取県自治体ＩＣＴ共同化広域連携協約（智頭町）の締 

            結に関する協議について 

 第３２．議案第４４号 鳥取県行政不服審査会共同設置規約に関する協議につい 

            て 

 第３３．議案第４５号 智頭町過疎地域自立促進計画の策定について 

 第３４．議案第４６号 第３次智頭町行財政改革プランの策定について 

 第３５．議案第４７号 第７次智頭町老人福祉計画・第６期智頭町介護保険事業 

            計画の変更について 

 第３６．陳情について 

 第３７．発議第 １号 精神障がい者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書 

            の提出について 

 第３８．発議第 ２号 地域医療構想について地域の実情を反映した策定を可能 

            とするよう求める意見書の提出について 

 第３９．智頭町選挙管理委員及び同補充員の選挙 

 第４０．閉会中の継続調査の申し出について 

 第４１．議員派遣について 

 

１．会議に付した事件 
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 第 １．会議録署名議員の指名 

 第 ２．諸般の報告 

 第 ３．議案第 ４号 平成２８年度智頭町一般会計予算 

 第 ４．議案第 ５号 平成２８年度智頭町国民健康保険事業特別会計予算 

 第 ５．議案第 ６号 平成２８年度智頭町簡易水道事業特別会計予算 

 第 ６．議案第 ７号 平成２８年度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会計予 

            算 

 第 ７．議案第 ８号 平成２８年度智頭町公共用地先行取得事業特別会計予算 

 第 ８．議案第 ９号 平成２８年度智頭町公共下水道事業特別会計予算 

 第 ９．議案第１０号 平成２８年度智頭町農業集落排水事業特別会計予算 

 第１０．議案第１１号 平成２８年度智頭町介護保険事業特別会計予算 

 第１１．議案第１２号 平成２８年度智頭町介護保険サービス事業特別会計予算 

 第１２．議案第１３号 平成２８年度智頭町後期高齢者医療特別会計予算 

 第１３．議案第１４号 平成２８年度智頭町水道事業会計予算 

 第１４．議案第１５号 平成２８年度智頭町病院事業会計予算 

 第１５．議案第２５号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条 

            例の制定について 

 第１６．議案第２６号 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する 

            法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定に 

            ついて 

 第１７．議案第２７号 智頭町定住促進賃貸住宅の設置及び管理に関する条例の 

            制定について 

 第１８．議案第２８号 智頭町まちづくり振興基金条例の制定について 

 第１９．議案第２９号 智頭町いじめ問題調査委員会等設置条例の制定について 

 第２０．議案第３０号 智頭町地籍調査標識等の管理保護に関する条例の制定に 

            ついて 

 第２１．議案第３１号 智頭町固定資産評価審査委員会条例の一部改正について 

 第２２．議案第３２号 議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する 

            条例の一部改正について 

 第２３．議案第３３号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につい 

            て 
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 第２４．議案第３６号 智頭町税条例の一部改正について 

 第２５．議案第３７号 智頭町手数料徴収条例の一部改正について 

 第２６．議案第３８号 智頭町立公民館の設置及び管理等に関する条例の一部改 

            正について 

 第２７．議案第３９号 智頭町介護保険条例の一部改正について 

 第２８．議案第４０号 智頭町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び 

            運営に関する基準を定める条例の一部改正について 

 第２９．議案第４１号 智頭町下水道条例の一部改正について 

 第３０．議案第４２号 智頭町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 第３１．議案第４３号 鳥取県自治体ＩＣＴ共同化広域連携協約（智頭町）の締 

            結に関する協議について 

 第３２．議案第４４号 鳥取県行政不服審査会共同設置規約に関する協議につい 

            て 

 第３３．議案第４５号 智頭町過疎地域自立促進計画の策定について 

 第３４．議案第４６号 第３次智頭町行財政改革プランの策定について 

 第３５．議案第４７号 第７次智頭町老人福祉計画・第６期智頭町介護保険事業 

            計画の変更について 

 第３６．陳情について 

 第３７．発議第 １号 精神障がい者の交通運賃割引制度の適用を求める意見書 

            の提出について 

 第３８．発議第 ２号 地域医療構想について地域の実情を反映した策定を可能 

            とするよう求める意見書の提出について 

 第３９．智頭町選挙管理委員及び同補充員の選挙 

 第４０．閉会中の継続調査の申し出について 

 第４１．議員派遣について 

 

１．会議に出席した議員（１１名） 

    １番 高 橋 達 也        ２番 大 藤 克 紀 

    ３番 岩 本 富美男        ４番 中 野 ゆかり 

    ５番 平 尾 節 世        ６番 谷 口 雅 人 

    ７番 岸 本 眞一郎        ８番   欠 員 
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    ９番 徳 永 英太郎       １０番 石 谷 政 輝 

   １１番 大河原 昭 洋       １２番 酒 本 敏 興 

 

１．会議に欠席した議員（なし） 

 

１．会議に出席した説明員（１６名） 

   町 長   寺 谷 誠一郎 

   副 町 長   金 児 英 夫 

   教 育 長   長 石 彰 祐 

   総 務 課 長   葉 狩 一 樹 

   企 画 課 長   河 村 実 則 

   税 務 住 民 課 長   矢 部   整 

   教 育 課 長   西 沖 和 己 

   地 域 整 備 課 長   草 刈 英 人 

   山 村 再 生 課 長   上 月 光 則 

   地 籍 調 査 課 長   岡 田 光 弘 

   福 祉 課 長   國 政 昭 子 

   税務住民課参事兼水道課長   藤 森 啓 次 

   福 祉 課 参 事   江 口 礼 子 

   福 祉 課 参 事   小 谷 いず美 

   会 計 課 長   矢 部 久美子 

   病 院 事 務 次 長   寺 谷 和 幸 

 

１．会議に出席した事務局職員（２名） 

   事 務 局 長   寺 坂 英 之 

   書 記   塚 越 奈緒子 

 

開 会 午前１０時３０分 

 

○議長（酒本敏興）  ただいまの出席議員は１１名であります。定足数に達して

おりますので、直ちに本日の会議を開きます。 
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  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。 

 

日程第１．会議録署名議員の指名 

 

○議長（酒本敏興）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１１８条の規定により、５番、平尾節世議員、

６番、谷口雅人議員を指名します。 

 

日程第２．諸般の報告 

 

○議長（酒本敏興）  日程第２、諸般の報告を行います。 

  お手元に配付のとおり、委員会派遣の結果報告書が提出されておりますので、

ご報告いたします。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

  日程第３．議案第４号から日程第３５．議案第４７号まで  ３３案一括上程 

 

○議長（酒本敏興）  日程第３、議案第４号 平成２８年度智頭町一般会計予算

から日程第３５、議案第４７号 第７次智頭町老人福祉計画・第６期智頭町介護

保険事業計画の変更についての３３議案を一括して議題とします。 

  この３３議案については、３月８日の会議において、予算特別委員会、総務常

任委員会並びに民生常任委員会にそれぞれ付託しておりますので、これより各委

員長の審査結果の報告を求めます。 

  初めに、予算特別委員長に報告を求めます。 

  １１番、大河原昭洋議員。 

○１１番（大河原昭洋）  ３月８日の本会議において予算特別委員会に付託され

た議案について、３月９日、１０日、１６日に委員会を、１４日、１５日に委員

会の民生分科会、総務分科会をそれぞれ開き、慎重に審査しましたので、その結

果について報告します。 

  今期定例会において付託を受けた議案第４号 平成２８年度智頭町一般会計予

算、議案第５号 平成２８年度智頭町国民健康保険事業特別会計予算、議案第６
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号 平成２８年度智頭町簡易水道事業特別会計予算、議案第７号 平成２８年度

智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算、議案第８号 平成２８年度智頭町

公共用地先行取得事業特別会計予算、議案第９号 平成２８年度智頭町公共下水

道事業特別会計予算、議案第１０号 平成２８年度智頭町農業集落排水事業特別

会計予算、議案第１１号 平成２８年度智頭町介護保険事業特別会計予算、議案

第１２号 平成２８年度智頭町介護保険サービス事業特別会計予算、議案第１３

号 平成２８年度智頭町後期高齢者医療特別会計予算、議案第１４号 平成２８

年度智頭町水道事業会計予算及び議案第１５号 平成２８年度智頭町病院事業会

計予算は、いずれも原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  以上、本委員会における審査結果の報告を終わります。 

○議長（酒本敏興）  委員長報告は終わりました。 

  これから委員長報告に対する質疑を行います。 

  ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  質疑なしと認めます。 

  よって、予算特別委員長報告に対する質疑を終わります。 

  次に、総務常任委員長の報告を求めます。 

  ９番、徳永英太郎議員。 

○９番（徳永英太郎）  ３月８日の本会議において総務常任委員会に付託された

議案について、３月１５日に委員会を開き、慎重に審査しましたので、その結果

について報告します。 

  今期定例会において付託を受けた議案第２５号 行政不服審査法の施行に伴う

関係条例の整備に関する条例の制定について、議案第２６号 地方公務員法及び

地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する

条例の制定について、議案第２７号 智頭町定住促進賃貸住宅の設置及び管理に

関する条例の制定について、議案第２８号 智頭町まちづくり振興基金条例の制

定について、議案第２９号 智頭町いじめ問題調査委員会等設置条例の制定につ

いて、議案第３１号 智頭町固定資産評価審査委員会条例の一部改正について、

議案第３２号 議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一

部改正について、議案第３３号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改

正について、議案第３６号 智頭町税条例の一部改正について、議案第３７号 
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智頭町手数料徴収条例の一部改正について、議案第３８号 智頭町立公民館の設

置及び管理等に関する条例の一部改正について、議案第４１号 智頭町下水道条

例の一部改正について、議案第４２号 智頭町固定資産評価審査委員会委員の選

任について、議案第４３号 鳥取県自治体ＩＣＴ共同化広域連携協約（智頭町）

の締結に関する協議について、議案第４４号 鳥取県行政不服審査会共同設置規

約に関する協議について、議案第４５号 智頭町過疎地域自立促進計画の策定に

ついて、議案第４６号 第３次智頭町行財政改革プランの策定については、いず

れも妥当なものと認め、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

  以上、本委員会における審査結果の報告を終わります。 

○議長（酒本敏興）  委員長報告は終わりました。 

  これから委員長報告に対する質疑を行います。 

  ご質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  質疑なしと認めます。 

  よって、総務常任委員長報告に対する質疑を終わります。 

  次に、民生常任委員長の報告を求めます。 

  ５番、平尾節世議員。 

○５番（平尾節世）  ３月８日の本会議において民生常任委員会に付託された議

案について、３月１４日に委員会を開き、慎重に審査をしましたので、その結果

について報告します。 

  今期定例会において付託を受けた議案第３０号 智頭町地籍調査標識等の管理

保護に関する条例の制定について、議案第３９号 智頭町介護保険条例の一部改

正について、議案第４０号 智頭町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備

及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、議案第４７号 第７次

智頭町老人福祉計画・第６期智頭町介護保険事業計画の変更については、いずれ

も妥当なものと認め、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

  以上、本委員会における審査結果の報告を終わります。 

○議長（酒本敏興）  委員長報告は終わりました。 

  これから委員長報告に対する質疑を行います。 

  ご質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（酒本敏興）  質疑なしと認めます。 

  以上で民生常任委員長報告に対する質疑を終わります。 

  日程第３、議案第４号 平成２８年度智頭町一般会計予算の討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認めます。 

  直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は、可決です。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第４、議案第５号 平成２８年度智頭町国民健康保険事業特別会計予算の

討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は、可決です。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第５、議案第６号 平成２８年度智頭町簡易水道事業特別会計予算の討論

を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は、可決です。 
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  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第６、議案第７号 平成２８年度智頭町住宅新築資金等貸付事業特別会計

予算の討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は、可決です。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第７、議案第８号 平成２８年度智頭町公共用地先行取得事業特別会計予

算の討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は、可決です。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第８、議案第９号 平成２８年度智頭町公共下水道事業特別会計予算の討

論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 
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  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は、可決です。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第９、議案第１０号 平成２８年度智頭町農業集落排水事業特別会計予算

の討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は、可決です。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第１０、議案第１１号 平成２８年度智頭町介護保険事業特別会計予算の

討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は、可決です。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第１１、議案第１２号 平成２８年度智頭町介護保険サービス事業特別会

計予算の討論を行います。 

  討論はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は、可決です。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第１２、議案第１３号 平成２８年度智頭町後期高齢者医療特別会計予算

の討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は、可決です。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第１３、議案第１４号 平成２８年度智頭町水道事業会計予算の討論を行

います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は、可決です。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第１４、議案第１５号 平成２８年度智頭町病院事業会計予算の討論を行
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います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は、可決です。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第１５、議案第２５号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関

する条例の制定についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は、可決です。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第１６、議案第２６号 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についての討論を行

います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は、可決です。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 
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○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第１７、議案第２７号 智頭町定住促進賃貸住宅の設置及び管理に関する

条例の制定についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

  まず、原案に反対者の討論を認めます。 

  ４番、中野ゆかり議員。 

○４番（中野ゆかり）  私は、議案第２７号 智頭町定住促進賃貸住宅の設置及

び管理に関する条例の制定についての条例案を、反対の立場で討論いたします。 

  反対といいましても、若者定住を促進するための施策の一つとして賃貸住宅を

建てること自体には決して反対するものではありません。しかし、条例内容に関

して、まだまだ考慮しなければならないことがあるのではと思うため、あえて反

対いたします。 

  反対の理由は、８つあります。 

  １つ目は、入居された方が数年間住まれた後、何らかの理由で退去された場合

どうなるのかという先輩議員の質問に対し、答えが明確でなかったこと。 

  ２つ目は、２０年間住んでいただくと土地と建物を無償譲渡することになって

いますが、無償譲渡された後、その方、もしくは親族が第三者に転売することも

考えられます。土地も建物も町の財産です。この点について何ら記載がなく、も

っと深く審議するべきと考えます。 

  ３つ目は、本条例案を認めることにより、本町が進める移住定住策の一つであ

る空き家バンク登録に影響が出る可能性があること。具体的には、現在、空き家

バンクの賃貸物件の家賃は５,０００円から７万円と幅広く、企画課によれば、

平均は出しにくいものの、およそ平均は３万から４万円の家賃ではないかとのこ

とでした。このたび建築しようとしている定住促進住宅の家賃は月額３万５,０

００円です。今後、空き家バンクに登録し、家を貸し出してもいいとお考えの方

がおられた際、新築２階建てで家賃３万５,０００円なら、長年住んだ後に貸し

出す空き家は３万５,０００円以下が妥当かもしれないというように、家賃を検

討する際の基準の一つとなり、空き家バンク登録にちゅうちょされ、空き家を貸

し出す件数の減少の要因にもなりかねないと危惧します。 

  ４つ目は、本条例と現在本町が推進している住宅支援制度の均衡性がとれてい
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ないこと。具体的には、現在本町ではさまざまな定住支援制度が設けられており、

その中に住宅支援事業があります。その内容というのは、定住の目的で本町に住

宅を購入した場合、もしくは町内業者との契約により住宅を新築または改築した

場合に事業費の２分の１を助成するというもので、助成の限度額は１００万円で

す。ただし、５年以上定住することを原則とし、申請日現在満４５歳未満で、同

配偶者が４５歳未満の者とするとなっています。このたび提案の条例第２７号は、

定住年数が２０年という条件ではあるものの、建築費は１,６００万円で２０年

住み続けたとき支払う家賃の総額は８４０万円です。ということは、建築費から

実際家賃として支払った差し引き金額は７６０万円ということになります。助成

する金額の差が余りにもかけ離れ過ぎており、均衡性がとれていないと言わざる

を得ません。 

  ５つ目は、２０年間、固定資産税が非課税となります。低賃金の上、固定資産

税が２０年間非課税というのは、町民の納得が得られるか疑問であります。 

  ６つ目は、家賃の金額及び土地の無償譲渡に関して町民の理解が得られにくい

と考えます。具体的な例をもってお伝えします。このたび建築しようとしている

定住促進住宅の規模は、敷地７０坪、建坪３０坪の木造２階建てということです。

この定住促進住宅とほぼ同じ建坪のＡさんの例をお伝えします。智頭町内に建坪

３４坪、２階建てを新築された、子どもがいる４０代のＡさん家族の住宅ローン

は、月額６万４,０００円、３５年返済ということです。月額３万５,０００円を

２０年間支払い、家賃総額８４０万円を支払っただけで土地も建物も無償譲渡す

る本議案は、住宅ローンを抱え一生懸命支払いを続けている方々を初め、町民の

方々の理解が得られにくいと考えます。 

  ７つ目は、町営住宅の家賃との整合性がとれないと考えます。町営住宅グリー

ンフォレストは築２０年たちます。間取りや大きさはさまざまありますが、議案

第２７号でこのたび建てようとする建坪とほぼ同じ３１坪の家賃は７万２,８０

０円です。町営住宅グリーンフォレストはＪＲ智頭駅のすぐ後ろにあり、立地条

件がいいにせよ、２つの物件の家賃の差は３万７,８００円です。どちらも町が

管理運営する住宅でありますので、家賃の整合性は考えるべきと思います。 

  ８つ目は、建設した後、公募はしたものの応募者がいなかった場合はどうする

のでしょうか。確実に入っていただける策を考えるべきと思います。例えば、確

実に入居していただくための案として、まずは条件を提示し、公募をかけ、入居
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者を決定します。その後に入居者とともに間取りを決め、入居者の希望をかなえ

る形で予算内で建築するという方法もあるかと思います。建てた後、入居者を公

募するのは危険過ぎると考えます。 

  また、意見ですが、冒頭にも申しましたが、私は、定住を促進するために賃貸

住宅をつくることに関しては賛成であります。智頭テクノパークに賃貸住宅が今

後たくさん建ち、定住者がふえていくことは喜ばしいことです。住民の方も、こ

の光景を見て人口がふえていくことが実感できると思います。しかし、これはあ

くまでずっと家賃を払い続ける賃貸住宅の場合です。しかし、２０年間住んだ後

は土地も建物も無償譲渡するとなれば、住民感情はどのように変化するでしょう

か。守秘義務がありますので、本条例案を町民の方へお尋ねし意見聴取はしてお

りませんが、私はとても心配しております。 

  以上のことにより、議案第２７号を反対いたします。 

  なお、もう一つ、審議の過程における意見をつけ加えさせていただきます。こ

のたびの議案第２７号を審議するに当たり、智頭テクノパークのどのあたりにど

のくらいの敷地面積でどのような間取りの家が建つのか、議会に対して資料提供

がありませんでした。私は直接企画課に行き、見せていただきました。本来なら

ば、このような情報は議会はもちろん執行部全員に提供し、共通認識のもとで議

論すべきと考えます。以後、議案に対する資料の充実を申し添え、私の発言を終

わらせていただきます。 

○議長（酒本敏興）  次に、原案に対する賛成者の討論を認めます。 

  ２番、大藤克紀議員。 

○２番（大藤克紀）  私は、議案第２７号 智頭町定住促進賃貸住宅の設置及び

管理に関する条例の制定について、賛成の立場で討論を行います。 

  本町では、人口減少や少子高齢化が急速に進行しており、その影響は、今後の

税収の減少や高齢化による社会保障費の増加など、これからの町政運営を行う上

での深刻な課題となることが予想されております。議会としても、これまで若者

の移住定住対策が本町の最重要課題として積極的に政策提言をしてきた中で、執

行部もその対策として町有地の無償提供や住宅リフォーム助成、宅地取得助成、

住宅家賃助成を行うなど、若者の定住対策に取り組んでまいりました。しかし、

若者世代の人口流出に歯どめがかからないということや、森のようちえんなどの

政策によって移住希望者は増加傾向にあるにもかかわらず、その需要に対して住
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宅を提供できない現実的課題もあります。 

  そこで、次の一手として、今回さらなる定住支援制度の拡充に向けて定住促進

住宅の建設を行ったわけですが、この事業は議会としても平成２７年度当初予算

でその必要性を認めた事業であり、予算においては過疎債充当した本町にとって

有利な事業でもあります。 

  本条例において、４０歳未満の若者が２０年間居住することで無償譲渡となっ

ていますが、定住することにより２０年後には固定資産税など税収が見込める内

容でもあり、以上のことを総合的に勘案し試算した家賃月額３万５,０００円は、

子育て世代を定住させる政策として適正価格と考えます。何より、現在智頭町を

離れて近隣の鳥取市などで居住している若者のＵターンも見込める内容でありま

す。適正なものであると判断いたします。 

  私は、この見地に立ち、本条例の制定について改めて賛成であることを申し上

げ、討論を終わります。 

○議長（酒本敏興）  ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は、可決です。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 ８名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第１８、議案第２８号 智頭町まちづくり振興基金条例の制定についての

討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は、可決です。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 
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○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第１９、議案第２９号 智頭町いじめ問題調査委員会等設置条例の制定に

ついての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は、可決です。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第２０、議案第３０号 智頭町地籍調査標識等の管理保護に関する条例の

制定についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は、可決です。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第２１、議案第３１号 智頭町固定資産評価審査委員会条例の一部改正に

ついての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は、可決です。 
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  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第２２、議案第３２号 議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に

関する条例の一部改正についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は、可決です。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第２３、議案第３３号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正

についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は、可決です。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第２４、議案第３６号 智頭町税条例の一部改正についての討論を行いま

す。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 
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  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は、可決です。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第２５、議案第３７号 智頭町手数料徴収条例の一部改正についての討論

を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は、可決です。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第２６、議案第３８号 智頭町立公民館の設置及び管理等に関する条例の

一部改正についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は、可決です。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第２７、議案第３９号 智頭町介護保険条例の一部改正についての討論を

行います。 

  討論はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は、可決です。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第２８、議案第４０号 智頭町指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は、可決です。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第２９、議案第４１号 智頭町下水道条例の一部改正についての討論を行

います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は、可決です。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第３０、議案第４２号 智頭町固定資産評価審査委員会委員の選任につい
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ての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は、同意です。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案に同意することに決定されました。 

  日程第３１、議案第４３号 鳥取県自治体ＩＣＴ共同化広域連携協約（智頭

町）の締結に関する協議についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は、可決です。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第３２、議案第４４号 鳥取県行政不服審査会共同設置規約に関する協議

についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は、可決です。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 
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  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第３３、議案第４５号 智頭町過疎地域自立促進計画の策定についての討

論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は、可決です。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第３４、議案第４６号 第３次智頭町行財政改革プランの策定についての

討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は、可決です。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

  日程第３５、議案第４７号 第７次智頭町老人福祉計画・第６期智頭町介護保

険事業計画の変更についての討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認め、直ちに採決します。 

  お諮りします。 

  本案に対する委員長報告は、可決です。 

  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
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（賛成者起立 １０名） 

○議長（酒本敏興）  起立多数です。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第３６．陳情について 

 

○議長（酒本敏興）  日程第３６、陳情についてを議題とします。 

  ３月８日の議会において所管の常任委員会に付託した陳情について、審査が終

了した旨報告がありましたので、各常任委員長の報告を求めます。 

  初めに、総務常任委員長に審査結果の報告を求めます。 

  ９番、徳永英太郎議員。 

○９番（徳永英太郎）  総務常任委員会における陳情についての審査結果を報告

します。 

  ３月８日に本会議において付託を受けた陳情について、３月１５日、委員会を

開き、慎重に審査した結果、陳情第５号 最低賃金の改善と中小企業支援の拡充

を求める意見書の採択を求める陳情書については、趣旨採択すべきものと決定し

ました。 

  以上で報告を終わります。 

○議長（酒本敏興）  委員長報告は終わりました。 

  これから委員長報告に対する質疑を行います。 

  ご質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  質疑なしと認めます。 

  以上で委員長報告に対する質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終わります。 

  これから、陳情第５号 最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書

の採択を求める陳情書を採決します。 
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  委員長の報告は、陳情第５号は趣旨採択です。 

  お諮りします。 

  本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  異議なしと認めます。 

  よって、本件は、委員長の報告のとおり決定しました。 

  次に、民生常任委員長に審査結果の報告を求めます。 

  ５番、平尾節世議員。 

○５番（平尾節世）  民生常任委員会における陳情についての審査結果を報告し

ます。 

  ３月８日に本会議において付託を受けた陳情について、３月１４日及び１６日

に委員会を開き、慎重に審査した結果、陳情第１号 智頭区河原町地内における

道路整備等に関する陳情書（町道愛宕本線）については採択、陳情第２号 智頭

区河原町地内における道路整備等に関する陳情書（町道坂原錦橋線）については

趣旨採択、陳情第３号 町道穂見・戸能線幅員拡幅工事早期着工に関する陳情書

は趣旨採択、陳情第４号 精神障がい者の交通運賃割引制度の適用を求める意見

書提出に関する陳情書は採択、陳情第６号 ＴＰＰ協定を国会で批准しないこと

を求める陳情は趣旨採択すべきものと決定しました。 

  以上で報告を終わります。 

○議長（酒本敏興）  委員長報告は終わりました。 

  これから委員長報告に対する質疑を行います。 

  ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  質疑なしと認めます。 

  以上で委員長報告に対する質疑を終わります。 

  これから討論を行います。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認めます。 

  以上で討論を終わります。 

  これから、陳情第１号 智頭区河原町地内における道路整備等に関する陳情書



－２６－ 

（町道愛宕本線）、陳情第２号 智頭区河原町地内における道路整備等に関する

陳情書（町道坂原錦橋線）、陳情第３号 町道穂見・戸能線幅員拡幅工事早期着

工に関する陳情書、陳情第４号 精神障がい者の交通運賃割引制度の適用を求め

る意見書提出に関する陳情書、陳情第６号 ＴＰＰ協定を国会で批准しないこと

を求める陳情を採決します。 

  委員長報告は、陳情第１号は採択、陳情第２号は趣旨採択、陳情第３号は趣旨

採択、陳情第４号は採択、陳情第６号は趣旨採択です。 

  お諮りします。 

  本案は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  異議なしと認めます。 

  よって、本件は、委員長の報告のとおり決定しました。 

 

日程第３７．発議第１号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第３７、発議第１号 精神障がい者の交通運賃割引制

度の適用を求める意見書の提出についてを議題とします。 

  提出者の説明を求めます。 

  ５番、平尾節世議員。 

○５番（平尾節世）  発議第１号 精神障がい者の交通運賃割引制度の適用を求

める意見書の提出について。 

  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１０９号７項及び智頭町議会会議規

則第１４条第３項の規定により提出します。 

  提出者、智頭町議会民生常任委員長 平尾節世。 

  意見を朗読し、説明とさせていただきます。 

  厚生労働省は、平成１６年の精神保健福祉の改革ビジョンにおいて、入院医療

から地域生活中心へという基本方針を提示してきた。この方針により、これまで

入院治療が中心であった精神障がい者の行動範囲や生活領域は拡大することとな

り、公共交通機関の利用が不可欠となってきた。しかしながら、精神障がい者の

所得水準は極めて低く、この交通費負担は精神障がい者本人の社会参加の機会を

制限することとなり、さらに生活を支援している家族にも負担がかかっている。 
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  一方、障がい者の交通運賃割引について、身体障がい者の外部障がい者は昭和

２５年、内部障がい者は平成２年、知的障がい者は平成３年より実施されている

が、精神障がい者の場合は、その公共交通機関利用のニーズは他障がいと何ら変

わるものではないにもかかわらず、いまだＪＲ等の交通運賃割引制度から除外さ

れたままになっている。 

  さらに、平成１８年１０月より精神障害者保健福祉手帳にも原則として他障が

いと同様に写真を添付することとなったため、本人確認も可能になり、現在では

精神障がい者を交通運賃割引制度の対象から除外する根拠もなくなったと思われ

る。 

  平成２６年２月に日本は国連障害者権利条約の締結国となり、平成２８年４月

には障害者差別解消法が施行される。国連障害者権利条約第４条は、障がい者に

対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し、または廃止するた

めの全ての適当な措置をとること、この条約と両立しないいかなる行為または慣

行も差し控えること、第２０条では、障がい者自身がみずから選択する方法でみ

ずから選択するときに、かつ負担しやすい費用で移動することを容易にすること

を明文化し、障害者差別解消法第１条でも、この法律は障害者基本法の基本的な

理念にのっとり、全ての障がい者が、障がい者でない者とひとしく基本的人権を

共有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障さ

れる権利を有することを踏まえ、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する

基本的な事項、行政機関等及び事業者における障がいを理由とする差別を解消す

るための措置等を定めることにより、障がいを理由とする差別の解消を推進し、

もって全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人

格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とすると定

められている。 

  このように、国連障害者権利条約の締結、障害者差別解消法も施行される中で

精神障がい者を福祉制度の対象から除外することは、日本国憲法、障害者基本法、

障害者差別解消法の理念、条文に照らしても不合理であり、このような状態が今

後も続くようであれば、精神障がい者の社会参加へと平等への切実な願いはつい

えてしまうのは明白である。 

  よって、智頭町議会は、精神障がい者の他障がい同様の交通運賃割引制度の適

用を強く求めるものである。 



－２８－ 

  以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

  平成２８年３月２２日、鳥取県八頭郡智頭町議会。提出先、衆議院議長、参議

院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（酒本敏興）  説明は終わりました。 

  これから質疑並びに討論を行います。 

  ご質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  質疑なしと認めます。 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認めます。 

  以上で質疑並びに討論を終結します。 

  これから、発議第１号 精神障がい者の交通運賃割引制度の適用を求める意見

書の提出についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  異議なしと認めます。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第３８．発議第２号 

 

○議長（酒本敏興）  日程第３８、発議第２号 地域医療構想について地域の実

情を反映した策定を可能とするよう求める意見書の提出についてを議題とします。 

  提出者の説明を求めます。 

  ５番、平尾節世議員。 

○５番（平尾節世）  発議第２号 地域医療構想について地域の実情を反映した

策定を可能とするよう求める意見書の提出について。 

  上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１０９条７項及び智頭町議会会議規

則第１４条第３項の規定により提出します。 



－２９－ 

  提出者、智頭町議会民生常任委員長 平尾節世。 

  意見書を朗読し、説明とさせていただきます。 

  団塊の世代が後期高齢者となる平成３７年（２０２５年）には世界に類を見な

い超高齢社会を迎える我が国は、より効率的で質の高い医療提供体制を構築して

いく必要がある。現在、都道府県は、平成３７年に向けて、医療需要と病床の必

要量や、あるべき医療提供体制を実現するための施策をまとめた地域医療構想の

策定を進めている。 

  智頭町は平成１７年から、智頭病院の改築を機に、保健・医療・福祉施策を三

位一体で総合的に取り組んできたところである。特に病院は９０％を超える病床

稼働率で推移しており、町の高齢化率も４０％に迫ろうとしている中で、町民に

とって病院はなくてはならない存在となっている。 

  このような現状の中、地域医療構想では、本町の病院病床数は大幅削減が予想

されており、このことは、医療関係者はもとより、町民からも病床数削減後の在

宅医療等の地域医療、介護体制の構築について強い懸念の声が上がっている。必

要な病床数は、地域の実態に即して望ましい医療提供体制を検討した上で導き出

されるべきである。しかし、国の推計は画一的な計算式によるものであり、この

ような全国一律の算出方法では、地域の実情を反映した地域医療構想の策定は困

難である。実態にそぐわない現行の算定方法に基づいて既存病床を減ずる内容の

地域医療構想を策定すれば、地域の医療ニーズに応じることはできなくなる。 

  よって、国においては、地域医療構想について一律の算定方法を押しつけるこ

となく、地域の実情を反映した安定的な医療の提供がなされ、持続可能な病院運

営が行えるよう算定方法の柔軟な運用を認めることを強く求める。 

  以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

  平成２８年３月２２日、鳥取県八頭郡智頭町議会。提出先、衆議院議長、参議

院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、地方創生担当大臣。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（酒本敏興）  説明は終わりました。 

  これから質疑並びに討論を行います。 

  ご質疑ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  質疑なしと認めます。 



－３０－ 

  討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  討論なしと認めます。 

  以上で質疑並びに討論を終結します。 

  これから、発議第２号 地域医療構想について地域の実情を反映した策定を可

能とするよう求める意見書の提出についてを採決します。 

  お諮りします。 

  本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  異議なしと認めます。 

  よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

 

日程第３９．智頭町選挙管理委員及び同補充員の選挙 

 

○議長（酒本敏興）  日程第３９、智頭町選挙管理委員及び同補充員の選挙を行

います。 

  お諮りします。 

  選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選

にしたいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  異議なしと認めます。 

  よって、選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。 

  お諮りします。 

  指名の方法は、議長が指名することにしたいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  異議なしと認めます。 

  よって、議長が指名することに決定しました。 

  智頭町選挙管理委員に、藤原一實さん、竹下逸雄さん、大呂武久さん、西村 

剛さんを指名します。 



－３１－ 

  お諮りします。 

  ただいま議長が指名しました藤原一實さん、竹下逸雄さん、大呂武久さん、西

村 剛さんを智頭町選挙管理委員の当選人として定めることにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  異議なしと認めます。 

  よって、藤原一實さん、竹下逸雄さん、大呂武久さん、西村 剛さんが智頭町

選挙管理委員に当選されました。 

  次に、智頭町選挙管理委員補充員の指名を行います。 

  補充員については、あらかじめ順序を定めておかなければなりませんが、議長

の指名の順序をもって、この順序にしたいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  異議なしと認めます。 

  よって、議長が指名する順序をもって補充員の順序とすることに決定しました。 

  智頭町選挙管理委員補充員に、向井 皓さん、大谷森一郎さん、葉狩健一さん、

三輪由美子さんを指名します。 

  お諮りします。ただいま議長が指名しました向井 皓さん、大谷森一郎さん、

葉狩健一さん、三輪由美子さんを智頭町選挙管理委員補充員の当選人と定めるこ

とにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  異議なしと認めます。 

  よって、向井 皓さん、大谷森一郎さん、葉狩健一さん、三輪由美子さんが智

頭町選挙管理委員補充員に当選されました。 

 

日程第４０．閉会中の継続調査の申し出について 

 

○議長（酒本敏興）  日程第４０、閉会中の継続調査の申し出についてを議題と

します。 

  総務常任委員長、民生常任委員長、議会広報常任委員長、議会運営委員長より、

閉会中の継続調査の申し出が提出されております。 



－３２－ 

  お諮りします。 

  各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  異議なしと認めます。 

  よって、各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しま

した。 

 

日程第４１．議員派遣について 

 

○議長（酒本敏興）  日程第４１、議員派遣の件についてを議題とします。 

  議員派遣の件については、お手元に配付のとおり派遣したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（酒本敏興）  異議なしと認めます。 

  よって、議員派遣の件については、お手元に配付のとおり派遣することに決定

しました。 

  以上で本日の日程は全部終了しました。 

  会議を閉じます。 

  平成２８年第１回定例会を閉会します。 

 

閉 会 午前１１時３９分 



－３３－ 

  地方自治法第１２３条第２項の規定により次に署名する。 

 

   平成２８年３月２２日 

 

                 智頭町議会議長  酒  本  敏  興 

 

                 智頭町議会議員  平  尾  節  世 

 

                 智頭町議会議員  谷  口  雅  人 

 

 


